
課等名 契約の名称 契約年月日 契約の相手方 契約金額 契約の相手方を選定した理由

保健福祉部

健康安全局

国保医療課

国保事業費納

付金等算定標

準システム運

用管理事業委

託業務

R6.3.27

北海道国民健

康保険団体連

合会

札幌市中央区

南２条14丁目

8,023,840円

（選考基準）

・国保事業費納付金等算定標準システム運用管理事業を委託する場合、国

において委託先が国民健康保険団体連合会のみとなっていること。

・全道179市町村の保険者情報及び保険者ネットワーク（システム）を有し

ており、市町村課税情報等の重要情報を安全かつ確実に収集し、分析を行

うことが可能であること。

（契約方法の根拠）

・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号（随意契約）

・北海道財務規則運用方針第3節関係1の（2）（代替性のないもの）


